
「山梨県環境整備センターに係る公害防止細目規程」の一部改正について 

 

〇 令和３年１０月７日に環境省告示第６２号で水質汚濁に係る環境基準の一部が改正されるとともに、環境省告示第６３号で地下水の水質汚濁に係る環境基準の一部が改正され、令和４年４月１日

から適用することとされた。 

○ これにより、地下水及び河川の「六価クロム」の環境基準値が改正されるとともに、河川の「大腸菌群数」が「大腸菌数」と改められ、環境基準値が改正されることとなった。 

〇 これを受け、「山梨県環境整備センターに係る公害防止細目規程」で定めた別表４「センター内地下水の水質検査」の一部、別表５「放流先河川の水質検査」の一部及び別表６「周辺地下水の水

質検査」の一部を改正し、令和４年４月１日から適用することとしたい。 

 

 

【改正内容】 

１ 「センター内地下水の水質検査」 

・六価クロムの環境基準値「０．０５ｍｇ/ｌ以下」を「０．０２ｍｇ/ｌ以下」に改正する。  

改正前 

 

改正後 

検査項目 単位 環境基準 法定測定回数 測定回数 検査項目 単位 環境基準 法定測定回数 測定回数 

４ 六価クロム （略） ０．０５以下 （略） （略） ４ 六価クロム （略） ０．０２以下 （略） （略） 

 

 ２ 「放流先河川の水質検査」 

   ・「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、環境基準値「１，０００ＭＰＮ/１００ｍｌ」を「３００ＣＦＵ/１００ｍｌ」に改正する。 

改正前 

 

改正後 

検査項目 単位 環境基準 測定回数 検査項目 単位 環境基準 測定回数 

５ 大腸菌群数 
ＭＰＮ/ 

１００ｍｌ 
１，０００以下 （略） ５ 大腸菌数 

ＣＦＵ/ 

１００ｍｌ 
３００以下 （略） 

 

   ＊大腸菌群数…人や動物の腸内に生息する菌だけでなく、水や植物、土壌などに存在する人や動物のふん便と関係のない菌も含み、公衆衛生上で便宜的に使用されている指標である。 

   ＊大 腸 菌 数…人や動物の腸内に生息する菌で、水などへのふん便汚染の指標である。 

 

資料２ 



   ・六価クロムの環境基準値「０．０５ｍｇ/ｌ以下」を「０．０２ｍｇ/ｌ以下」に改正する。 

改正前 

 

改正後 

検査項目 単位 環境基準 測定回数 検査項目 単位 環境基準 測定回数 

１４ 六価クロム （略） ０．０５以下 （略） １４ 六価クロム （略） ０．０２以下 （略） 

 

 ３ 「周辺地下水の水質検査」 

   ・六価クロムの環境基準値「０．０５ｍｇ/ｌ以下」を「０．０２ｍｇ/ｌ以下」に改正する。 

改正前 

 

改正後 

検査項目 単位 環境基準 測定回数 検査項目 単位 環境基準 測定回数 

４ 六価クロム （略） ０．０５以下 （略） ４ 六価クロム （略） ０．０２以下 （略） 

 


